
１）禁煙支援ツールの提供

①禁煙支援リーフレット 令和７年度 のべ26機関 3,210部

【市町村】普及啓発のイベントや市町村の特定健診やがん検診等で配布
令和７年度 ３４市町村

禁煙を希望する人が禁煙できるよう支援するためのツールとして、平成26年度にリーフ
レットを作成。市町村や医療機関等の関係機関へ配布し、禁煙支援している。
令和５年度に内容を更新し市町村・関係機関等へ配布

３）禁煙支援協力薬局の登録・普及

＜参考＞
平成28年度 18市町村 平成29年度 30市町村
平成30年度 29市町村 令和元年度 30市町村
令和２年度 25市町村 令和３年度 29市町村
令和４年度 27市町村 令和５年度 28市町村
令和６年度 29市町村

１．禁煙支援体制整備事業

【医療機関等】診療や薬局窓口での対応時に配布

②奈良県インターネット禁煙マラソン
③ホームページ等を活用した禁煙支援ツールの情報提供

登録薬局数：５７カ所（R8.1現在）（参考：令和６年度末５３ヶ所）

令和７年度たばこ対策の取組（実績）について

相談実績：令和６年度 ８薬局 ２７名（参考：令和５年度 ５薬局 １７名）

２）禁煙支援アドバイザー研修会

日時：令和７年１１月１８日 参加者２５名（大和郡山市交流館みりおーの 交流ホール）
１１月２５日 参加者３６名（薬業会館 三階 大会議室）
計６１名参加（内訳：薬剤師５２名、行政機関９名）

講師：京都大学大学院 社会健康医学専攻 健康情報学
特任教授 髙橋 裕子先生

内容：講演「薬剤師に必要な明日から役立つ禁煙支援の知識
～加熱式たばこと電子たばこ～」

・相談実績の集計結果＜資料３－２のとおり＞
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１）市町村へのたばこ対策支援

２．たばこ対策市町村定着促進事業

②禁煙、受動喫煙防止の普及啓発（世界禁煙デー）

３９市町村及び県担当課を対象に調査を実施
＜調査結果については資料３－３のとおり＞

①県・市町村庁舎・議会棟・公用車の禁煙実施状況調査

疾病対策課：ポスターを関係機関・庁内関係課・禁煙支協力薬局へ配布
SNS・広報誌を活用した啓発
啓発ティッシュを作成し、禁煙デーにあわせた普及啓発

保健所：庁舎職員への啓発物品の配布、禁煙に関する情報提供

実施日時 場所 実施機関 備考

令和７年
６月２日（月）
10：00～12：00

天理市 南団体待合所
天理市

郡山保健所
食育普及月間・歯と口の健康
週間に関する啓発も同時実施

令和７年
５月３０日（金）
9：30～11：30

道の駅かつらぎ
葛城市

中和保健所
歯と口の健康週間に関する啓

発も同時実施

令和７年
５月３０日（金）
11：00～12：00

ライフ大淀店
大淀町

吉野保健所
食育普及月間・歯と口の健康
週間に関する啓発も同時実施



＜市町村たばこ対策分析評価 実績＞

保健所 実施日時 会議名 内容

郡山
令和８年
２月１６日
（月）

市町村たばこ対策分析
評価
(がん予防対策推進検討
会と合同実施)

⚫ 保健所からの情報提供（管内市町村のたばこに関す
るデータの現状について）

⚫ 取組報告（ライフステージに応じた禁煙スタート
アップ講習会について）

⚫ 意見交換
「COPD保健指導用リーフレットの活用について」
「学校・働き盛り世代へのたばこ対策介入における課
題共有と具体策の検討」

中和
令和８年
２月４日
（水）

市町村たばこ対策分析
評価検討会
（がん予防対策推進検
討会と同時開催）

⚫ 管内のたばこ対策に関する情報提供（管内の喫煙・
たばこ対策の取組と保健所における禁煙支援の取組
について）

⚫ 市町村からの取組報告（グループワーク）
⚫ 『広陵町におけるCOPD対策について』（広陵町）

吉野
令和８年
３月９日
（月）

市町村たばこ対策分析
評価（がん予防対策推
進検討会、食育推進会
議と同時開催）

⚫ 情報提供「たばこ対策について」
吉野保健所管内の状況と禁煙支援の取組について

⚫ 意見交換
「市町村健康増進計画に基づくたばこ対策について」

２）市町村たばこ対策分析評価

喫煙率低下と禁煙支援体制の充実を図るため、市町村が継続したたばこ対策事業を実施
できるよう各保健所が管内市町村のたばこ対策の取組及び禁煙支援体制を分析・評価し、
市町村に対して助言等の支援を行う。また、効果的な禁煙支援の取組を行うことを目的に
保健所が市町村に対して技術的支援を行う。

実施日時 内容 実施機関

令和８年
１月１３日
13:00～15:20

平群町の中学校の生徒・保護者・教職員を対象に、平群町のたば
こ対策の取組とたばこに関する講演を実施。※参加者：125名
（生徒99名、保護者19名、教職員7名）

郡山保健所
平群町

令和７年
７月１８日
11:00～12:30

事業所の従業員及び御所市商工会の職員を対象に講演と呼気中一
酸化炭素濃度測定を実施。事業所の取組について講師からアドバ
イスを実施。※参加者14名（内訳：事業所12名、商工会２名）

中和保健所
御所市

令和７年
１２月１３日
13:30～15:00

田原本町民を対象に講演と呼気中一酸化炭素濃度測定を実施。
※参加者10名

中和保健所
田原本町

令和７年
７月１５日
14:25～15:45

東吉野村の中学校の生徒・保護者・教職員・村民を対象に、講演
会と個別禁煙相談を実施。※参加者23名（内訳：生徒9名、保護
者2名、教職員8名、村民4名）
（うち2名に個別禁煙相談を実施）

吉野保健所
東吉野村

＜ライフステージに応じた禁煙スタートアップ講習会 実績＞



３）禁煙支援対策（COPD）について

喫煙率が下げ止まり傾向にある中、COPDを切り口にした禁煙支援アプローチとして
COPD保健指導用リーフレットを作成いたしました。
また、奈良県医師会協力の下、県内の医療機関にアンケート調査を行い、COPD検査・治

療可能医療機関の一覧を作成いたしました。
このリーフレットと検査・治療可能医療機関一覧は県ホームページにて公開しております。

なお、COPD保健指導用リーフレットのより一層の活用のため、改定を検討しております。
＜資料３－４のとおり＞

◆令和７年度実績（R８年3月1日時点）
利用市町村数：３市町村 配布実績：１８名に配布

→COPD検査・治療可能医療機関への案内：３名
（禁煙支援医療機関・禁煙支援協力薬局への案内：４名）



教育委員会と連携し、学校（小・中・高）の生徒、職員（養護教諭、保健の教諭、生徒指導
担当者等）を対象に喫煙防止の啓発を図るとともに、関わりの深い「がん」についての知識を
普及し、相談技術の提供、取組事例や好事例の紹介、20歳未満の者の禁煙支援相談窓口のＰ
Ｒ等を内容とした研修会や講演会を実施する。（教育委員会 体育健康課と共催）

日時：令和８年２月６日 １３:３０～１６:４０
内容：講演「学校における喫煙防止教育のポイント～未成年者禁煙支援の現場から～」

京都大学大学院 社会健康医学専攻 健康情報学 特任教授 髙橋裕子先生
講演「学校におけるがん教育の進め方～AYA世代のがんの診療を通して～」

奈良県立医科大学 整形外科学教室 教授 朴木寛弥先生
奈良県立医科大学附属病院 がん相談支援センター 中濱 絢氏

（がん専門看護師）
参加者：７７名

（内訳）教育関係：６０名
行政（保健所・市町村）：１７名

②がん教育及び喫煙防止教育に関する研修会

◆令和７年度実績（R８年3月1日時点） 相談人数：４名

＜参考＞
平成２５～平成３０年度 計４５名
令和元年度 １名 令和２年度 ０名 令和３年度 １名
令和４年度 ３名 令和５年度 １名 令和６年度 ２名

１）20歳未満の者の禁煙支援相談窓口

平成２５年度に学校からの児童・生徒の禁煙に関する相談を受ける窓口を県内の各保健所に
設置。学校から相談を受けた保健所は医療機関と連携のもと喫煙している児童・生徒の禁煙支
援および学校における禁煙支援体制の構築に向けた支援を実施。

３．２０歳未満の者の喫煙防止対策事業

２）学校での喫煙防止対策研修会及び事業周知

日時：令和７年１０月２８日
場所：県立教育研究所
内容：20歳未満の者の禁煙支援相談事業について事業説明を実施。

①令和７年度奈良県中学校・高等学校等生徒指導連絡協議会での
事業説明

日本禁煙科学会より
奈良県および奈良県教育委員会が禁煙教育推進賞を受賞

令和7年10月25日開催、第20回日本禁煙科学会学術総会in京都にて受賞
受賞理由：奈良県における就学前後の児童生徒への喫煙防止教育の推進と副読本による成人へ

の禁煙教育および、奈良県事業としての未成年者禁煙支援相談事業における保健所・
学校・保護者・医療者の連携による未成年喫煙者への社会的禁煙支援システムの構築



５．受動喫煙防止対策相談支援事業
「健康増進法の一部を改正する法律」の施行により、令和元年度より各保健所に受動喫煙防止
対策に関する相談窓口を設置し、県民及び事業所等へ受動喫煙に関する情報提供を実施すると
ともに、各事業所が適切な対策を講じることができるよう情報提供及び相談対応を行う。

１）相談窓口の設置

２）計測機器等により現地確認

・随時、義務違反時の対応の際に活用。

①改正健康増進法に関する対応手引（受動喫煙防止業務用）をもとに、
各保健所での相談・義務違反対応を実施

②県・保健所にて相談・義務違反時の対応
＜資料３－６のとおり＞

「健康増進法の一部を改正する法律」の趣旨や必要となる対策等、受動喫煙防止について普及
啓発となるよう県民や関係機関に広く周知。

＜資料３－５のとおり＞

１）県民・関係機関・事業所・飲食店等への普及啓発

４．受動喫煙防止対策普及啓発事業

奈良県


